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全国釣竿公正取引協議会 大臣表彰受賞 
 

 

 全国釣竿公正取引協議会は、平成２７年６月１５日、内閣府特命担当大臣から一般社団法人全国

公正取引協議会連合会定時総会の場において、大臣表彰を受賞いたしました。             

 これは、公正競争規約の運用を通じて「景品表示適

正化功績者」として表彰されたものです。 

 この度の受賞はひとえに会員の皆様のご支援の賜物

と感謝申し上げます。 

 当協議会は、消費者が適正な商品選択をしやすい

環境の整備及び業界全体に対する信頼の向上を目

指し、更に規約の適正な運用を図って参りますので、

今後とも会員の皆様のご支援、ご協力をお願いいたし

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※着席中央 山口内閣府特命担当大臣、左 坂東消費者庁長官 
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全国釣竿公正取引協議会 

第３１回定時総会開催される 
 

 

 

平成２７年５月２９日(金)午後３時より

東京都中央区八丁堀日本フィッシング会館

８階会議室において第３１回定時総会が開

催されました。 

先ず藤井治幸会長が挨拶し、ご来賓とし

て消費者庁表示対策課 平澤徳善課長補佐、

安藤香織規約係長の紹介がなされ、消費者

庁平澤課長補佐よりご挨拶をいただきまし

た。  

 

 

 

 

 

右 消費者庁表示対策課 平澤課長補佐 

左 消費者庁表示対策課 安藤規約係長 

 

第３１期（平成２６年度）事業報告・決算

報告については、ほぼ計画どおり達成した

ことが報告されました。第３２期（平成２

７年度）事業計画(案)・収支予算(案)につい

ては原案どおり承認されました。 

「釣竿の表示に関する公正競争規約」変更

（案）「元径」については、経過の報告及び

説明がされ、議場で採決を諮った所、会員

の 2/3 以上の賛成をいただき承認されまし

た。但し、会員各位の元径表示の対応を尊

重しながら進めることとなりました。 

今期は役員任期満了に伴い、役員改選が

行われ新役員が選任されました。全ての議

案審議を終え、総会は無事終了しました。

引き続き、表彰式が執り行われました。 
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＊＊＊ 新理事・監事の方々のご紹介 ＊＊＊ 

全国釣竿公正取引協議会 役員名簿 

（平成２7年度～平成２8年度） 

 

今後２年間、当協議会の発展の為にご活躍頂く方々をご紹介します。 

会長に藤井治幸氏、副会長に森川良治氏、岡田宗樹氏、専務理事に安藤栄信氏、 

会計理事に橋本俊哉氏をはじめとする新役員が次のとおり選任されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊＊＊ 表彰された方々のご紹介 ＊＊＊ 

 

 

 

 

 

 ＊永年役員表彰 6 年                  ＊永年継続会員表彰 10 年 

  森川良治副会長・玉越和夫監事・姫野哲司監事       有限会社エバーグリーンインターナショナル 

                                         株式会社ジャッカル 

 

役 職 氏名 社名・役職 

会 長 藤井 治幸 ㈱がまかつ 代表取締役副社長 

副会長 森川 良治 グローブライド㈱ 専務取締役 

副会長 岡田 宗樹 ㈱シマノ ロッド開発課 

専務理事 安藤 栄信 (一社)日本釣用品工業会 専務理事 

会計理事 橋本 俊哉 ㈲エバーグリーンインターナショナル 代表取締役 

理 事 鈴木 健一 ㈱上州屋 代表取締役社長 

理 事 塩澤 直人 ㈱天龍 代表取締役社長 

理 事 櫻井 孝行 櫻井釣漁具㈱ 代表取締役社長 

理 事 鈴木  隆 ㈱リチャーズ 代表取締役社長 

理 事 谷山 令一 ㈱谷山商事 代表取締役社長 

理 事 宇崎  隆 ㈱宇崎日新 代表取締役社長 

監 事 玉越 和夫 ㈱スミス 専務取締役 

監 事 姫野 哲司 ㈱ティムコ 開発課長 
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第３２期（平成２７年度）事業計画 

第３２期（平成２７年度）の事業計画では、毎年の継続している事業以外に、 

「広報・宣伝活動の強化」を掲げております。    

 

１．「釣竿の表示に関する公正競争規約」と

施行規則等に関する事業 

（1）「釣竿の表示に関する公正競争規約」と施行規則

等の啓発活動 

 ①会員各位へ規約・規則の徹底を図る 

 ②ホームページの活用 

 ③規約・規則の変更後の各種手続き等フォロー事項

を行う 

（2）「釣竿の表示に関する公正競争規約及び同施行規

則」変更 

（3）認定及び認定書発行業務 

（4）公正マークの頒布、普及 

（5）釣竿における公正マークの使用及び基準に関す

る規則見直し作業 

 

２．広報・宣伝に関する事業 

（1）協議会についてのＰＲ 

①「公正競争規約とは」、「公正マーク一覧」のパネ

ルを一般消費者にご理解いただけるよう大阪・横

浜フィッシングショーに展示 

（2）感電事故注意の啓蒙活動 

 ①大阪・横浜フィッシングショーの小間に感電事故

防止資料を展示し啓発活動を行う  

（3）公正マークＰＲ 

 ①大阪・横浜フィッシングショーに出展された会員

各位には自社小間で会員証の掲示を協力して頂

き、事務局では公正マークステッカーを来場者に

配布して公正マークのＰＲを図る 

 ②消費者へ公正マークの認知を図る 

  釣り雑誌・釣具業界紙への広告掲載 

（4）ホームページの活用 

 ①一般消費者向け当協議会の紹介ページ作成 

 ②情報の更新 

（5）公取協だより発行 

 

３．調査指導に関する事業 

（1）公正競争規約等の普及 

（2）会員対象調査実施 

 ①調査指導委員会による会員対象調査及び店頭調

査 

 ②繊維含有率検査の実施 

 ③その他調査 

（3）感電事故防止策 

（4）公正競争規約・製造物責任法等に関する消費者

からの苦情相談 

 

４．関係官公庁および関連団体との連絡、協

調に関する事業 

（1）消費者庁 

（2）一般社団法人全国公正取引協議会連合会 

 

５．会員募集 

 

６．各委員会活動 

（1）総務委員会 

（2）調査指導委員会 

 

７．一般社団法人日本釣用品工業会との連携 
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【理 事 会】 

◆第１４１回理事会 

平成 27 年 5 月 29 日（金）午後 1 時 30 分より東京・日本フィッシング会館 7 階ＡＢ会議室において、 

次の議案で開催された。 

議案 

第 1 号議案 第 31 期（平成 26 年度）事業報告に関する件 

第 2 号議案 第 31 期（平成 26 年度）決算報告に関する件 

第 3 号議案 第 31 期（平成 26 年度）監査報告の件 

第 4 号議案 第 32 期（平成 27 年度）事業計画（案）審議決定の件 

第５号議案 第 32 期（平成 27 年度）収支予算（案）審議決定の件 

第６号議案 「釣竿の表示に関する公正競争規約」変更に関する件 

第 7 号議案 入会に関する件 

第 8 号議案 役員改選の件 

【調査指導委員会】 

当協議会では、会員対象調査・繊維含有率調査の２通りの調査を毎年実施しております。本年度は更に店頭調

査の実施を予定しております。会員皆様のご協力のほど宜しくお願い申し上げます。   

＜会員対象調査＞ 

会員の皆様より釣竿を提出いただき、規格・表示について調査を行っております。本年度も「第９回 会員対象

調査」を平成２７年秋頃に予定しております。 

＜繊維含有率調査＞ 

会員の皆様より釣竿を提出いただき、公的機関（一般社団法人カケンテストセンター）で繊維含有率の調査を

行っております。本年度は冬期頃に予定しております。 

 

 

 

 

●第１４１回理事会で入会１社が承認されました。 

 入会会員 

 株式会社アレア  代表取締役社長 赤塚 健一 

 〒002-8072 北海道札幌市北区あいの里２条４丁目17-8  

          TEL 011-219-5051 FAX 011-211-1333 

 

 

 

会員動向 

 

理事会・委員会レポート 
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〒104-0032 東京都中央区八丁堀 2-22-8  

                                 日本フィッシング会館５Ｆ 
TEL 03-3206-1130 FAX 03-3206-1140   

 

 

株式会社竹書房に対する景品表示法に基づく措置命令について 
平成２７年３月１３日 

 

消費者庁は、本日、株式会社竹書房（以下「竹書房」という。）に対し、景品表示法第６条

の規定に基づき、措置命令（別添参照）を行いました。 

竹書房が供給する漫画雑誌の懸賞企画に係る表示について、景品表示法に違反する行為

（同法第４条第１項第２号（有利誤認）に該当）が認められました。 

 

平成２４年８月４日発売の「まんがくらぶ２０１２年９月号」の誌面上で実施した「お疲れサマ

ー！リフレッシュプレゼント★」と称する懸賞企画において、「②ｉＰｏｄＳｈｕｆｆｌｅ＋ｉＴｕｎｅｓカ

ード３０００円分 夏を記録しよう♪ ③名様」、「③超音波美顔器 お肌のお手入れを！ ③名

様」、「④保温弁当箱 持ち運びトート付き☆ ⑤名様」、「⑤ジェット歯間ブラシ 清潔な歯！ 

③名様」と記載するなど、あたかも、対象商品の誌面上で実施した懸賞企画において、記載

された当選者数と同数の景品類が提供されるかのように表示していた。 
 

 

上記の「まんがくらぶ２０１２年９月号」にあっては、下表のとおりであるなど、対象商品の誌

面上で実施した懸賞企画において、記載された当選者数を下回る数の景品類の提供を行

っていた。 

 

景品類 
記載された 

当選者数 

実際の 

当選者数 

ｉＰｏｄＳｈｕｆｆｌｅ＋ｉＴｕｎｅｓカード３０００円分 ３名 １名 

超音波美顔器 ３名 １名 

保温弁当箱 ５名 １名 

ジェット歯間ブラシ ３名 １名 

 

 

●命令の概要 

ア対象商品の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一

般消費者に誤認されるものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者へ

周知徹底すること。 

イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。 

ウ 今後、同様の表示を行わないこと。 
（消費者庁HPより抜粋） 

消費者庁   News Release 

◇夏期休暇のお知らせ◇ 

 

８月１2日（水）～１4日（金）３日間を夏期休暇とさせて

いたただきます。 


